大阪府日本万国博覧会記念公園事務所移転業務仕様書
　本仕様書は、大阪府（以下「甲」という。）が実施する大阪府日本万国博覧会記念公園事務所の移転に伴い、受注者（以下「乙」という。）が家具・什器類等を搬出し、甲が指定する場所に搬入するための業務内容を示すものである。
１　委託名称　　大阪府日本万国博覧会記念公園事務所移転業務
２　履行期間　　契約日から令和７年７月１０日まで
　　　　　　　　なお、執務室内における家具・什器類等の搬出入実施日については、下記指定日を原則とし、午前９時から午後５時までに実施すること。
※履行期間内に全ての業務を完了させること。
【指定日】　①　指定管理者事務所関係
令和７年６月２５日（水）
　　　　　　　　②　大阪府日本万国博覧会記念公園事務所関係
令和７年６月２８日（土）・２９日（日）
３　履行場所　　【移転元】吹田市千里万博公園１番１号　万博記念ビル
　　　　　　　　　　　　　・エレベーター　２基（１基専有可能）
　　　　　　　　　　　　　　積載量：750㎏
　　　　　　　　　　　　　　かご内寸法：間口1400mm×奥行1350mm×高さ2300mm

　　　　　　　　　　　　　　出入口寸法：幅800mm×高さ2100mm

【移転先】吹田市千里万博公園１０番６号　旧児童文学館建物（仮称）
　　　　　　　　　　　　　・エレベーター　１基
　　　　　　　　　　　　　　積載量：750㎏
　　　　  　　　　　　　　　かご内寸法：間口1450mm×奥行1350mm×高さ2000mm 以上
　　　　  　　　　　　　　　出入口寸法：幅800mm×高さ2000mm

　　　　　　　　　　　　　　幅広階段あり
４　現場確認　　別紙１のとおり
現場確認は令和７年３月１０日（月）から３月１９日（水）までの間（土・日・祝日は除く）とし、必ず担当職員と日程及び時間を調整の上行うこと。
ただし業務の都合上、現場確認できない日程がある。
	　
	移転元
	移転先

	（１）
	万博記念ビル　１階～４階
日本万国博覧会記念公園事務所
	旧児童文学館　２階

	（２）
	万博記念ビル　１階～３階
指定管理者事務所
	旧児童文学館　１階

	（３）
	タワー跡地倉庫
	旧児童文学館　倉庫(１階建)


５　業務内容
①　移転元・移転先の現状調査

乙は、移転対象物品や搬出入動線の確認、養生箇所の検討等のために移転元・移転先の現状調査を行うこと。

②　業務計画書の作成
乙は、業務工程等の業務全般に関する計画検討を行い、業務計画書を作成し、甲の承諾を受けること。

③　作業計画書の作成
乙は、移転順序、作業工程、搬出入経路、養生箇所・方法等の移転作業全般に関する計画検討を行い、作業計画書を作成し、甲の承諾を受けること。

④　定例会議の実施等

乙は、業務に関する調整事項や進捗確認等のために、必要に応じて定例会議を実施し、議事録を作成すること。

⑤　職員用移転マニュアルの提出
乙は、甲の職員用に梱包の仕方や仕分けシールの貼り方等の移転作業の詳細を記した移転マニュアルを作成し、提出すること。

⑥　移転説明会の実施

乙は、必要に応じて移転作業日程や手順等に関する資料を作成し、甲が指定する日時に移転説明会を開催し、移転作業に関する留意事項等について説明すること。

⑦　ナンバリング図の作成
乙は、甲から提供する新事務所レイアウト図面等を活用し、ナンバリング図（移転先の番地図）を作成する。
⑧　搬出入業務に必要な資材の納品
乙は、仕分けシール（※）、梱包用段ボール箱（概ね縦２５ｃｍ×横３３ｃｍ×高さ２８ｃｍ）及び（概ね縦３６ｃｍ×横６０ｃｍ×高さ２８ｃｍ）ガムテープ及びエアキャップについて契約締結後速やかに甲へ必要分納品すること。
なお、納品時期、回数は甲の指示による。

　　　　※仕分けシールは、６色（大阪府日本万国博覧会記念公園事務所４色、指定管理者事務所２色）を納品すること。
　　　　　また、甲の指示により、移転に必要な段ボール箱を準備すること。
　　⑨　精密機器の取扱い
乙は、ＯＡ機器等精密機器（甲が別途契約し、搬出入する機器等を除く）について、事前に甲と十分協議の上、運搬中の破損等の事故がないようにすること。
なお、必要に応じてエアキャップ等を準備すること。
　　　　　また、パソコン及びプリンター関連機器の離線、結線作業は甲が行うものとする。
　　⑩　作業計画書
移転実施体制、移転スケジュール、搬出入経路、養生計画を記載すること。
６　業務一般事項
1 甲は、事前に家具什器等に収納している書類等の梱包作業を行い、搬出入する家具什器の中は全て空けておく。また、開梱作業は甲が行う。
　　　　乙はレガシー類の搬出に当り、段ボール箱等への詰め込み作業及び棚に搬入までの
作業を行うこと。該当するものについては甲が別途指示をする。
　　　　尚、レガシー類については文化材登録等を考えている非常に重要なものであるため、
丁寧に梱包等を行い、詰め込み作業や運搬中に損傷などがないように、丁寧に扱う
こと。
　　②　搬出入業務
　　　ア　乙は、甲が指定する日に搬出・搬入業務を完了しなければならない。

　　　イ　乙は、安全、且つ、効率的な家具什器等の移転作業を行うため、搬出・搬入作業の際に台車等を積極的に使用する。

　　　ウ　乙は、搬出入業務の実施に当たり、来園者及び職員の安全を確保しなければならない。
　　　エ　甲は、移転先の室内出入口について、乙が搬入時の導線を確保できるよう配慮する。

　　③　家具什器等の解体、組立及び設置
　　　ア　乙は、搬出前に家具什器等を必要に応じて解体し、搬入後にこれを組立て、甲の指定する場所に設置する。
また、レベル調整、連結、固定等の作業を要する転用備品・什器の移転方法について、あらかじめ甲と協議した上で作業を実施すること。該当する転用備品・什器の転倒防止策（連結、固定等）に必要な部材は、乙の負担で用意し、作業を実施すること。
　　　イ　乙は、設置作業終了後に発生した資材等を処分する。

　　④　養生
　　　ア　乙は、家具什器等の搬出、搬入業務で使用する経路に係る養生を行うものとする。

　　　イ　乙は、搬出入業務完了後、後片付け及び清掃を行い、残材等の処分を行うこと。
　　　ウ　乙は、仕様書における不明な点及び現場において疑義が生じた場合は、甲と協議の上、甲の指示を仰ぐものとする。
⑤　移転資材の回収

乙は、移転作業後に養生資材等（開梱後梱包資材を除く。）の不用品の回収作業を行うこと。回収日時は甲の指示による。
７　許認可等の手続き
　　　移転作業の遂行に当たり必要となる官公署、第三者に対する許認可等の申請事務等の手続きが必要な場合は、受注者と協議を行うこと。
　　
８　厳守事項
　　　乙は、この業務を実施するにあたり、次の事項を厳守しなければならない。

　　①　搬出入業務中は、家具什器等の紛失等の防止及び作業員の監督指導を徹底すること。

　　②　作業員は、名札及び腕章等を着用し、当該作業員がこの業務の従事者であることを明確にすること。

　　③　本業務に関係のない場所には、立ち入らないこと。

　　④　本業務中は、常に規律正しく、来庁者及び職員等の通行に支障等がないように配慮すること。
⑤　正当な理由がない限り梱包を開梱し、また勝手に見ないこと。
⑥  契約期間中に業務上知り得た事項については、契約期間はもとより履行終了後も第三者に漏らさないこと。
⑦　本作業の遂行にあたっては、関係法令を遵守すること。
⑧　受注者は安全確保のため必要に応じて誘導員等を配置すること。
⑨　レイアウトの確認　受注者は移転先レイアウト図に基づき、移転対象品等搬送準備、
　　搬送順序及び設置場所について、十分な打ち合わせを行うこと。
９　事故防止及び補償

　　　乙は、本業務の実施に当たって、関係法令等を遵守し、事故防止に万全の注意を払い、万一、事故等が発生した場合は速やかに甲に報告するとともに、乙の責任において処理するものとする。
　　運搬した資材について、損傷等が認められる場合には、乙の責任において、解決すること。
　　　　また、損傷や紛失などがあった場合は、受注者で責任を持って補償を行うこと。
　　尚、レガシー類については、箱詰め前の写真を記録として、残しておくこと。

10　確認報告
当日の作業の開始終了は移転元の部屋、移転先の部屋の各室担当職員にそれぞれ確認し、当日の全ての作業が終了した時点で甲に報告すること。
11　連絡体制
乙は、本作業を円滑に遂行するため、本作業における連絡責任者を指定し、甲との連絡体制を確立させること。作業当日においても同様とする。
12  移転日程の延期
天変地異等により移転作業の実施が困難となった場合、移転は原則として延期する。
　　　この場合、当該所属の移転日程の変更等の措置は、甲乙協議の上決定する。
　　　また、乙においては、予定変更が生じた場合でも、人員・車両等の確保、配置が確実に行えるように配慮すること。指定日の引越については、原則雨天決行を行うこと。
　　　また、その場合はブルーシートなどで荷物を保護し、雨対策を施すこと。
13　協議事項

その他、本業務の仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
